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(57)【要約】
【課題】超音波画像に好適な遮蔽処理を実現する。
【解決手段】評価領域５２は、注目画素の深さに対応し
た座標Ｐを中心とする矩形領域（立方体）である。遮蔽
率算出部は、評価領域５２内を通る各視線３４ごとに遮
蔽部位までの深さと評価領域５２の境界までの深さの差
分値を得ることにより、評価領域５２内を通る複数の視
線３４から得られる複数の差分値に基づいて注目画素の
遮蔽率を算出する。遮蔽率算出部は、深度データ記憶部
に記憶された深度データを利用して評価領域５２内を通
る各視線３４ごとに遮蔽部位までの深さと評価領域５２
の境界までの深さの差分値を算出する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波のボリュームデータに基づく演算により複数の視線から各視線ごとに得られる輝
度情報を画像面内の各画素の画素値とすることにより、画像面内の複数画素の画素値を得
る演算手段と、
　画像面内の各画素を注目画素とし、注目画素に対応した深さにある立体的な評価領域内
を遮蔽部位が占める割合に応じて注目画素の遮蔽度を算出する手段であって、評価領域内
を通る各視線ごとに遮蔽部位までの深さと評価領域の境界までの深さの差分値を得ること
により、評価領域内を通る複数の視線から得られる複数の差分値に基づいて、注目画素の
遮蔽度を算出する遮蔽度算出手段と、
　画像面内の複数画素の各々を注目画素として各画素ごとに算出される遮蔽度を用いて当
該各画素の画素値を補正して遮蔽処理後の画素値とすることにより、画像面内の複数画素
の遮蔽処理後の画素値を得る遮蔽処理手段と、
　画像面内の複数画素の遮蔽処理後の画素値に基づいて超音波画像を形成する画像形成手
段と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波画像処理装置において、
　前記遮蔽度算出手段は、前記画像面内の２方向に対応したＸ軸とＹ軸と前記各視線の方
向に対応したＺ軸とにより構成される３次元座標系において、Ｘ軸方向とＹ軸方向とＺ軸
方向に広がって注目画素に対応した座標を取り囲む３次元領域を前記評価領域とする、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波画像処理装置において、
　前記遮蔽度算出手段は、前記評価領域内を通る各視線ごとにＺ軸方向の演算結果として
前記差分値を算出し、前記評価領域内を通りＸ軸方向とＹ軸方向に２次元的に並ぶ複数の
視線からＺ軸方向の演算結果として得られる複数の前記差分値に基づいて、前記評価領域
に対応した注目画素の遮蔽度を算出する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波画像処理装置において、
　前記遮蔽処理手段は、前記遮蔽度を用いて各画素の画素値を補正するにあたり、前記超
音波画像の拡大率に応じた補正を加えて、当該各画素の遮蔽処理後の画素値を得る、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の超音波画像処理装置において、
　複数の視線の各視線ごとに遮蔽部位までの深さを示す深度データを記憶する記憶手段を
さらに有し、
　前記遮蔽度算出手段は、前記記憶手段に記憶された深度データを利用して評価領域内を
通る各視線ごとに遮蔽部位までの深さと評価領域の境界までの深さの差分値を算出する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波を送受することにより得られたデータに基づいて超音波画像を形成する超音波画
像処理装置の代表例が超音波診断装置である。超音波画像としては、例えばＢモード画像
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やカラードプラ画像などの二次元画像が良く知られている。また、超音波を送受すること
により立体的に得られるボリュームデータに基づいて、生体内の組織や胎児などを立体的
に映し出す超音波画像（三次元超音波画像）を形成する装置も知られている（例えば特許
文献１参照）。
【０００３】
　ところで、コンピュータグラフィックスの分野では、アンビエントオクルージョン（環
境遮蔽）と呼ばれる画像処理技術が知られている（例えば特許文献２参照）。アンビエン
トオクルージョンでは、画像内の各画素が周囲のシーンによってどれくらい遮蔽されてい
るのかに応じて各画素における環境光の影響が評価される。アンビエントオクルージョン
により、画像に対して自然な陰影効果を与えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５５９３号公報
【特許文献２】米国特許第８８７８８４９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えばアンビエントオクルージョンなどの遮蔽処理（画像処理）を利用することにより
超音波画像にも自然な陰影効果を与えることが期待される。しかし、例えばアンビエント
オクルージョンなどの遮蔽処理の演算量は膨大であるため、超音波画像に適した遮蔽処理
の実現が望ましい。
【０００６】
　そこで、本発明は、超音波画像に好適な遮蔽処理を実現することを目的とする。例えば
、比較的少ない演算量で自然な陰影効果を得ることができる遮蔽処理の実現が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の態様として好適な超音波画像処理装置は、超音波のボリュームデータに基づく
演算により複数の視線から各視線ごとに得られる輝度情報を画像面内の各画素の画素値と
することにより、画像面内の複数画素の画素値を得る演算手段と、画像面内の各画素を注
目画素とし、注目画素に対応した深さにある立体的な評価領域内を遮蔽部位が占める割合
に応じて注目画素の遮蔽度を算出する手段であって、評価領域内を通る各視線ごとに遮蔽
部位までの深さと評価領域の境界までの深さの差分値を得ることにより、評価領域内を通
る複数の視線から得られる複数の差分値に基づいて、注目画素の遮蔽度を算出する遮蔽度
算出手段と、画像面内の複数画素の各々を注目画素として各画素ごとに算出される遮蔽度
を用いて当該各画素の画素値を補正して遮蔽処理後の画素値とすることにより、画像面内
の複数画素の遮蔽処理後の画素値を得る遮蔽処理手段と、画像面内の複数画素の遮蔽処理
後の画素値に基づいて超音波画像を形成する画像形成手段を有することを特徴とする。
【０００８】
　上記装置では、評価領域内を通る各視線ごとに遮蔽部位までの深さと評価領域の境界ま
での深さの差分値を得ることにより、評価領域内を通る複数の視線から得られる複数の差
分値に基づいて注目画素の遮蔽度が算出される。上記装置によれば、遮蔽部位までの深さ
と評価領域の境界までの深さの差分値に基づいて遮蔽度が算出されるため、例えば、演算
量が膨大な空間積分などの演算を利用して遮蔽度を算出する場合に比べて、演算量を大幅
に削減できる。また、上記装置では、各画素ごとに算出される遮蔽度を用いて当該各画素
の画素値を補正して遮蔽処理後の画素値が得られる。これにより、例えば自然な陰影をも
った超音波画像を形成することができる。
【０００９】
　例えば、前記遮蔽度算出手段は、前記画像面内の２方向に対応したＸ軸とＹ軸と前記各
視線の方向に対応したＺ軸とにより構成される３次元座標系において、Ｘ軸方向とＹ軸方
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向とＺ軸方向に広がって注目画素に対応した座標を取り囲む３次元領域を前記評価領域と
することが望ましい。Ｚ軸方向は各視線の方向に対応しており、複数の視線が例えばＸ軸
方向とＹ軸方向によって特定される面内に二次元的に配列される。この構成において、評
価領域はＸ軸方向とＹ軸方向とＺ軸方向に広がっており、複数の視線の幾何学的な配置に
適合した評価領域が実現される。なお、評価領域の形状の好適な具体例は直方体または立
方体であるがこれらの形状に限定されない。評価領域は、例えばＺ軸方向を高さとする柱
状（円柱、楕円柱、三角柱、多角柱）などの形状であってもよい。
【００１０】
　また、前記遮蔽度算出手段は、前記評価領域内を通る各視線ごとにＺ軸方向の演算結果
として前記差分値を算出し、前記評価領域内を通りＸ軸方向とＹ軸方向に２次元的に並ぶ
複数の視線からＺ軸方向の演算結果として得られる複数の前記差分値に基づいて、前記評
価領域に対応した注目画素の遮蔽度を算出することが望ましい。この構成によれば、評価
領域内を通る複数の視線から各視線ごとに差分値を得ることにより注目画素の遮蔽度を算
出することができる。例えば、評価領域内を通る全ての視線から差分値を得てもよいし、
評価領域内を通る全ての視線の中から離散的に選択される複数の視線から差分値を得るよ
うにしてもよい。
【００１１】
　また、前記遮蔽処理手段は、前記遮蔽度を用いて各画素の画素値を補正するにあたり、
前記超音波画像の拡大率に応じた補正を加えて、当該各画素の遮蔽処理後の画素値を得る
ことが望ましい。この構成によれば、超音波画像の拡大率に応じて遮蔽処理の程度を調整
することができる。例えば、拡大率が大きいほど遮蔽の程度を強めることにより、超音波
画像の見た目の印象を向上させることができる。
【００１２】
　また、前記超音波画像処理装置は、複数の視線の各視線ごとに遮蔽部位までの深さを示
す深度データを記憶する記憶手段をさらに有し、前記遮蔽度算出手段は、前記記憶手段に
記憶された深度データを利用して評価領域内を通る各視線ごとに遮蔽部位までの深さと評
価領域の境界までの深さの差分値を算出することが望ましい。この構成によれば、記憶手
段に記憶された深度データを利用して深さの差分値を算出することができるため、遮蔽度
算出手段における演算負荷が低減される。
【００１３】
　さらに、上述した好適な超音波画像処理装置（望ましい具体例を含む）が備える各部に
対応した機能がコンピュータ（タブレット型の端末を含む）により実現されてもよい。例
えば、前記演算手段としての機能と、前記遮蔽度算出手段としての機能と、前記遮蔽処理
手段としての機能と、前記画像形成手段としての機能をコンピュータに実現させるプログ
ラムにより、コンピュータを上述した好適な超音波画像処理装置として機能させることが
できる。なお、そのプログラムは、例えば、ディスクやメモリなどのコンピュータが読み
取り可能な記憶媒体に記憶され、その記憶媒体を介してコンピュータに提供されてもよい
し、インターネットなどの電気通信回線を介してコンピュータに提供されてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、超音波画像に好適な遮蔽処理が実現される。例えば、本発明の好適な態
様によれば、遮蔽部位までの深さと評価領域の境界までの深さの差分値に基づいて遮蔽度
を算出することにより、例えば演算量が膨大な空間積分などの演算を利用して遮蔽度を算
出する場合に比べて、演算量を大幅に削減できる。また、本発明の好適な態様によれば、
各画素ごとに算出される遮蔽度を用いて当該各画素の画素値を補正して遮蔽処理後の画素
値を得ることにより、例えば自然な陰影をもった超音波画像を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の好適な具体例である超音波診断装置の全体構成図である。
【図２】レンダリング演算の具体例を示す図である。
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【図３】立体的な評価領域の具体例を示す図である。
【図４】超音波画像の拡大率を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明に係る超音波画像処理装置の好適な具体例である超音波診断装置の全体
構成図である。プローブ１０は、三次元画像用の超音波探触子であり、例えば胎児などの
診断対象を含む三次元空間内において超音波を送受する。例えば、二次元的に配列された
複数の振動素子を備える二次元アレイプローブ（マトリクスアレイプローブ）や、一次元
的に配列された複数の振動素子を機械的に動かすメカニカルプローブなどがプローブ１０
の好適な具体例である。
【００１７】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマおよび受信ビームフォーマとしての機能を備えて
いる。つまり、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対して送
信信号を出力することにより送信ビームを形成し、さらに、複数の振動素子から得られる
複数の受波信号に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成する。
【００１８】
　また、送受信部１２は、例えば、診断対象を含む三次元空間内において、超音波ビーム
（送信ビームと受信ビーム）を立体的に走査する。これにより、診断対象を含む三次元空
間内から超音波の受信データが収集される。
【００１９】
　ボリューム構成部２０は、三次元空間内から得られた受信データに対してリコンストラ
クション処理を施すことにより、三次元空間に対応したボリュームデータを形成する。ボ
リューム構成部２０は、走査座標系（例えばｒθφ座標系）で得られた受信データに対し
て、座標変換処理や補間処理などのリコンストラクション処理を施し、直交座標系（例え
ばｘｙｚ座標系）に対応したボリュームデータを形成する。ボリュームデータは、例えば
直交座標系のデータ空間内において三次元的に配列された複数のボクセルデータで構成さ
れる。
【００２０】
　レンダリング演算部３０は、ボリュームデータを構成する複数のボクセルデータに基づ
いてレンダリング演算（ボクセル演算）を実行する。
【００２１】
　図２は、レンダリング演算の具体例を示す図である。レンダリング演算（レンダリング
処理）においては、三次元空間に対応したボリュームデータ３２の外側に演算上の仮想的
な視点が設定され、その視点側からボリュームデータ３２に対して複数の視線（レイ）３
４が設定される。さらに、画像面として機能する演算上のスクリーン３６が設定される。
なお、図２において、スクリーン３６は、ボリュームデータ３２を間に挟んで、視点の反
対側に図示されているが、ボリュームデータ３２よりも視点側に配置されて、後に詳述す
る深さの基準位置とされてもよい。
【００２２】
　レンダリング演算では、ボリュームデータ３２に対して設定された複数の視線（レイ）
の各視線ごとに、その視線に対応した複数のボクセルデータが処理対象となる。例えば、
ボリュームデータ３２を構成する複数のボクセルデータから、補間処理などにより、各視
線に対応した（各視線上に並ぶ）複数のボクセルデータが得られる。
【００２３】
　図１に戻り、レンダリング演算部３０は、輝度のレンダリング演算により、複数の視線
から各視線ごとに得られる輝度情報を各画素の画素値とすることにより、スクリーン（画
像面）内の複数画素の画素値を得る。これにより、スクリーンを投影面とする輝度情報の
投影画像データが形成される。
【００２４】
　輝度のレンダリング処理では、各視線ごとに、視点側からその視線に対応した複数のボ
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クセルデータ（ボクセルの輝度情報）に対して、不透明度（オパシティ）を用いたレンダ
リング法に基づくボクセル演算が逐次的に実行される。そして、各視線ごとに最終のボク
セル演算の結果としてその視線に対応した輝度情報が決定され、複数の視線から各視線ご
とに得られる輝度情報をスクリーン内の各画素にマッピングすることにより、スクリーン
を投影面とする輝度情報の投影画像データが形成される。輝度情報の投影画像データは遮
蔽処理部６０に出力される。
【００２５】
　また、レンダリング演算部３０は、複数の視線から各視線ごとに得られる深度情報を各
画素に対応付けた深度情報の投影画像データを形成する。深度情報の投影画像データの好
適な具体例は、特許文献１に記載される距離投影画像データである。
【００２６】
　レンダリング演算部３０は、例えば特許文献１の第００２３段落等に詳述される距離の
レンダリング処理を実行して、複数の視線の各視線ごとに距離Ｄｏｕｔを算出し、各視線
ごとに算出される距離Ｄｏｕｔをスクリーン（画像面）内の各画素に対応付けることによ
り、スクリーンを投影面とする距離投影画像データを得る。距離Ｄｏｕｔは、例えば数１
式により算出される。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　数１式において、距離Ｄｉは各視線上に存在するｉ番目（ｉは自然数）のボクセルの距
離であり、例えばボリュームデータ内のボクセルピッチから算定される。Ａｉは各視線上
に存在するｉ番目のボクセルの輝度値に対応した不透明度であり、また、不透明度の積算
値であるＡｏｕｔ－１は数２式により算出される。
【００２９】
【数２】

【００３０】
　距離のレンダリング処理により算出される距離Ｄｏｕｔは、各視線上に並ぶ複数のボク
セルの距離Ｄｉを不透明度Ａｉを利用して積算したものであり、その視線上における輝度
のレンダリング処理と同じ条件（Ａｏｕｔ＝１または視線上の最終ボクセル）で積算が終
了する。
【００３１】
　距離Ｄｏｕｔは、各視線上における基準位置（例えばボリュームデータよりも視点側に
設定されるスクリーンの位置）からの積算距離であり、各視線上において基準位置側から
見た深さに対応する。そこで、例えば複数の視線の各視線ごとに算出された距離Ｄｏｕｔ

が各視線の深度データとして、深度データ記憶部４０に記憶される。
【００３２】
　遮蔽処理部６０は、レンダリング演算により得られた超音波画像、例えば胎児等の診断
対象を立体的に表現した輝度情報の投影画像データに対して、陰影効果を与えるための遮
蔽処理を実行する。自然な陰影効果を得るために、超音波画像内の注目点が周囲の環境か
らの光である環境光の影響をどの程度受けているのかが評価される。その評価において、
例えば、アンビエントオクルージョン（環境遮蔽）の考え方を利用することが望ましい。
【００３３】
　アンビエントオクルージョン（環境遮蔽）では、注目点が周囲の環境によってどのくら
い遮蔽されているのかを検討する。つまり注目点における遮蔽度（遮蔽の程度）が評価さ
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れる。その遮蔽度を評価する数値の具体例が遮蔽率であり、遮蔽率算出部５０において算
出される。
【００３４】
　遮蔽率算出部５０は、スクリーン（画像面）内の各画素を注目画素とし、注目画素に対
応した深さにある立体的な評価領域内を遮蔽部位が占める割合に応じて、その注目画素の
遮蔽率を算出する。
【００３５】
　図３は、立体的な評価領域の具体例を示す図である。図３には、矩形（立方体）の評価
領域５２が図示されている。図３に示すＸＹＺ座標系において、Ｘ軸はスクリーン３６の
横方向に対応しており、Ｙ軸はスクリーン３６の縦方向に対応している。また、Ｚ軸は、
スクリーン３６に対して直交する各視線３４の方向に対応している。
【００３６】
　図３に示す具体例の評価領域５２は、注目画素の深さに対応した座標Ｐを中心として、
Ｘ軸Ｙ軸Ｚ軸の各軸方向の幅が（２Ｋ＋１）個（Ｋは自然数）のサンプル点に対応した矩
形領域（立方体）である。例えばＸ軸方向に（２Ｋ＋１）本かつＹ軸方向に（２Ｋ＋１）
本の合計（２Ｋ＋１）×（２Ｋ＋１）本の視線３４が評価領域５２を通過する。
【００３７】
　遮蔽率算出部５０（図１）は、評価領域５２内を通る各視線３４ごとに遮蔽部位までの
深さと評価領域５２の境界までの深さの差分値を得ることにより、評価領域５２内を通る
複数の視線３４から得られる複数の差分値に基づいて注目画素の遮蔽率を算出する。
【００３８】
　遮蔽率算出部５０は、深度データ記憶部４０（図１）に記憶された深度データを利用し
て評価領域５２内を通る各視線３４ごとに遮蔽部位までの深さと評価領域５２の境界まで
の深さの差分値を算出する。
【００３９】
　深度データ記憶部４０には、複数の視線３４の各視線３４ごとに遮蔽部位までの深さを
示す深度データが記憶される。例えばレンダリング演算部３０（図１）における距離のレ
ンダリング処理により、各視線３４ごとに算出された距離Ｄｏｕｔが深度データの好適な
具体例であり、各視線３４ごとに算出された距離Ｄｏｕｔが遮蔽部位までの深さとされる
。
【００４０】
　遮蔽率算出部５０は、深度データ記憶部４０に記憶された深度データに基づいて、例え
ば数３式を利用することにより、座標（ｘ，ｙ）の注目画素の遮蔽率ｋＡ（ｘ，ｙ）を算
出する。
【００４１】
【数３】

【００４２】
　数３式において、ｚ（ｘ＋ｉ，ｙ＋ｊ）は座標（ｘ＋ｉ，ｙ＋ｊ）を通る視線３４の深
度データである。ｚ（ｘ，ｙ）は座標（ｘ，ｙ）を通る視線３４の深度データであり、注
目画素の深さに対応する。また（ｚ（ｘ，ｙ）－Ｋ）は、注目画素の深さｚ（ｘ，ｙ）よ
りも距離Ｋだけ浅い位置の深さであり、評価領域５２の開始面のｚ座標（Ｚ軸上の位置）
となる。
【００４３】
　また、Ｘ軸方向のサンプル番号（サンプルとなる視線を特定する番号）のｉは－Ｋから
＋Ｋの範囲の値であり、Ｙ軸方向のサンプル番号（サンプルとなる視線を特定する番号）
のｊも－Ｋから＋Ｋの範囲の値となる。
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【００４４】
　数３式を利用した演算では、評価領域５２内を通る全ての視線３４を対象とすることが
望ましい。なお、数３式の演算は、評価領域５２内を遮蔽部位が占める割合（比）を評価
するものであるため、評価領域５２内を通る全ての視線３４を対象とせずに離散的にサン
プリングされた複数の視線３４のみを対象として演算を簡略化してもよい。
【００４５】
　数３式を利用した演算において、Ｚ軸方向つまり視線方向については、深さの差分値が
利用されるため、視線方向に並ぶ全点（全ボクセル）をサンプリング対象とした場合に相
当する演算結果を得ることができる。
【００４６】
　遮蔽率算出部５０は、スクリーン３６内の全画素の各々を注目画素とし、例えば数３式
を利用して各画素ごとに遮蔽率を算出する。
【００４７】
　図１に戻り、遮蔽処理部６０は、レンダリング演算部３０による輝度のレンダリング演
算により得られた超音波画像、例えば胎児等の診断対象を立体的に表現した輝度情報の投
影画像データに対して陰影効果を与えるための遮蔽処理を実行する。遮蔽処理部６０は、
遮蔽率算出部５０によりスクリーン内の各画素ごとに算出された遮蔽率を用いて、その画
素の画素値を補正して遮蔽処理後の画素値とすることにより、スクリーン内の全画素につ
いての遮蔽処理後の画素値を得る。
【００４８】
　遮蔽処理部６０は、例えば数４式を利用することにより、スクリーン内の各画素に関す
る遮蔽処理後の画素値（輝度値）を算出する。
【００４９】
【数４】

【００５０】
　数４式において、Ｉｏｒｇ（ｘ，ｙ）は、スクリーン内の座標（ｘ，ｙ）にある画素の
遮蔽処理前の画素値（輝度値）であり、ｋＡ（ｘ，ｙ）は座標（ｘ，ｙ）にある画素の遮
蔽率であり、Ｉｎｅｗ（ｘ，ｙ）は座標（ｘ，ｙ）にある画素の遮蔽処理後の画素値（輝
度値）である。
【００５１】
　遮蔽処理部６０は、スクリーン内の全画素、つまり輝度情報の投影画像データを構成す
る全画素を対象とし、各画素ごとに例えば数４式により遮蔽処理後の画素値を算出する。
【００５２】
　画像形成部７０は、スクリーン内の複数画素の遮蔽処理後の画素値に基づいて超音波画
像を形成する。画像形成部７０は、例えば、遮蔽処理部６０から得られる、輝度情報の投
影画像データを構成する全画素についての遮蔽処理後の画素値（輝度値）に基づいて、超
音波画像を形成する。これにより、例えば胎児等の診断対象を立体的に表現しつつ自然な
陰影効果をもった超音波画像が形成されて表示部７２に表示される。
【００５３】
　なお、遮蔽処理部６０は、遮蔽率を用いて各画素の画素値を補正するにあたり、超音波
画像の拡大率に応じた補正を加えて、その画素の遮蔽処理後の画素値を得るようにしても
よい。
【００５４】
　図４は、超音波画像の拡大率を説明するための図である。図４には、拡大前と拡大後の
超音波画像の具体例が図示されている。拡大前と拡大後の超音波画像は互いに同じ診断対
象を映し出した画像である。例えば、拡大前の画像として胎児の体を全体的に表示した超
音波画像が形成され、拡大後の画像として同じ胎児の顔を大きく映し出した超音波画像が
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形成される。
【００５５】
　拡大率Ｓは、例えば「Ｓ＝ＤＬ／ＤＳ」と定義される。ここで、ＤＳは拡大前の診断対
象の表示サイズ（例えば表示部７２の表示画面上における大きさ）であり、ＤＬは同じ診
断対象の拡大後の表示サイズである。
【００５６】
　超音波画像の拡大率Ｓに応じた補正を加える場合、遮蔽処理部６０は、例えば数５式を
利用して、スクリーン内の各画素に関する遮蔽処理後の画素値（輝度値）を算出する。
【００５７】
【数５】

【００５８】
　数５式において、Ｉｏｒｇ（ｘ，ｙ）は、スクリーン内の座標（ｘ，ｙ）にある画素の
遮蔽処理前の画素値（輝度値）であり、ｋＡ（ｘ，ｙ）は座標（ｘ，ｙ）にある画素の遮
蔽率であり、Ｓは拡大率であり、Ｉｎｅｗ（ｘ，ｙ）は座標（ｘ，ｙ）にある画素の遮蔽
処理後の画素値（輝度値）である。
【００５９】
　超音波画像の拡大率に応じた補正を加えて、例えば表示サイズに比例して遮蔽された位
置の暗さを増加させることにより、例えば医師や検査技師等のユーザの目には、表示サイ
ズが大きいほど遮蔽された影が増加することとなり、さらに臨場感を伴った陰影の効果を
与えることができる。
【００６０】
　なお、超音波画像の拡大率に応じて、複数の視線３４（図３）の密度が変更されてもよ
い。例えば、拡大率が大きいほど複数の視線３４の密度が高められてもよい。例えば、拡
大後の画像として胎児の顔を大きく映し出した超音波画像を形成する場合に、胎児の顔に
対応した領域に複数の視線３４が集中的に配置される。また、超音波画像の拡大前と拡大
後において、実空間内における評価領域５２（図３）の大きさは固定することが望ましい
ものの、必要に応じて実空間内における評価領域５２の大きさが調整されてもよい。
【００６１】
　図１に戻り、制御部１００は、図１の超音波診断装置内を全体的に制御する。制御部１
００による全体的な制御には、操作デバイス８０を介して医師や検査技師などのユーザか
ら受け付けた指示も反映される。
【００６２】
　図１に示す構成のうち、送受信部１２，ボリューム構成部２０，レンダリング演算部３
０，遮蔽率算出部５０，遮蔽処理部６０，画像形成部７０の各部は、例えば、電気電子回
路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現することができ、その実現において必要
に応じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また上記各部に対応した機能の少なく
とも一部がコンピュータにより実現されてもよい。つまり、上記各部に対応した機能の少
なくとも一部が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサ
の動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現されてもよい。
【００６３】
　深度データ記憶部４０は、半導体メモリやハードディスクドライブなどの記憶デバイス
により実現できる。表示部７２の好適な具体例は液晶ディスプレイや有機ＥＬ（エレクト
ロルミネッセンス）ディスプレイ等である。操作デバイス８０は、例えば、マウス、キー
ボード、トラックボール、タッチパネル、その他のスイッチ類等のうちの少なくとも一つ
により実現できる。そして、制御部１００は、例えば、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等の
ハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との
協働により実現することができる。
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【００６４】
　また、図１に示す構成のうち、例えばレンダリング演算部３０と遮蔽率算出部５０と遮
蔽処理部６０と画像形成部７０の機能をコンピュータにより実現し、そのコンピュータを
超音波画像処理装置として機能させてもよい。
【００６５】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　ボリューム構成部、３０　レンダリング演算
部、４０　深度データ記憶部、５０　遮蔽率算出部、６０　遮蔽処理部、７０　画像形成
部、７２　表示部、８０　操作デバイス、１００　制御部。

【図１】 【図２】
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